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１ 提案で求める空間演出                                     

（１）事業目的 

横浜マリンタワーは、開港 100 周年にあわせ、市民の発意でみなと横浜  

のシンボルとして 1961 年（昭和 36 年）に建設され、ピーク時には年間

100 万人以上が訪れるなど、長く市民に親しまれてきました。 
次期運営期間開始に向けて、塔体塗装等の修繕工事を令和４年３月（予

定）まで実施するため、その間、横浜マリンタワーは休館となります。 
工事期間中もその存在感を演出し、特に若い世代に横浜港のシンボルと

しての横浜マリンタワーの存在を再度認知してもらうための仕掛けを行

い、山下町エリア全体の賑わいの維持・創出を図るため、仮囲いや塔体等

の魅力アップに向けた企画・制作・設置及び運営（イベント実施等）を、

令和元年～３年度に実施します。 
 
（２）都市景観に関するルール上の条件 

本件は横浜市屋外広告物条例第 12 条「許可を受けずに表示し、又は設置することができる広告物等」第１項

第７号「工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示し、又は設置する広告物等で営利を目的としないも

の」に該当するものとして整理しています。そのため、関内地区景観計画及び横浜市屋外広告物条例に基づく基

準については適用が除外されますが、都市景観協議地区に基づく協議は必要です。 
 
（３）工事施工に伴う条件  ※別紙１仮設計画図参照 

ア 仮囲い上には、工事を実施する上で必要な表示も行います。 

イ 塔体の足場を覆うネット等上の一部には、工事者等の名称を表示するための懸垂

幕が設置される予定です。 

ウ 塔体の足場養生（ラッセルネット）上に、装飾や照明装置等を直接設置する提案は

不可とします（台風等の強風時は撤去する為）。 

エ 仮囲いには安全鋼板（フラットパネル）を使用しますが、５枚に１枚（約２mおき）

は、風荷重軽減のため、メッシュパネルを使用します。 

オ 仮囲い上又は仮囲い設置用の単管、仮設鋼材等に、事業に係る設置物（照明器具等）の固定は可能です。 

カ 展望フロア（29、30 階）及び灯台室（33 階）の内部は、全面的に工事中使用するため活用は不可とします。 

 
（４）選考結果 

６者から応募いただき、プロポーザル評価委員の審査を経て、以下の事業者が選定されました。 

受 託候補者：株式会社博展 

類似業務実績：ROOF TOP ORCHESTRA/GINZA SIX／2019 年８月～10 月 

光と霧のデジタルアート庭園／東京ミッドタウン／2019 年７月～８月 

 

２ 受託候補者による提案内容                                                             

（１）事業実施方針 

ア 都心臨海部におけるシンボル性の再考               ⇒横浜港への期待を見える化 
イ 点から面に波及する賑わい創出                  ⇒View Point へ誘引 
ウ 東京２０２０オリパラ開催期間中の都市装飾等の関連事業との連携    ⇒デジタル施策で連動 

 

（２）空間演出イメージ  
 ア 仮囲いの外観イメージ 

  
イ イルミネーションのイメージ 

  
月～木曜日、参加者数の状況を    金土日曜日、参加者がカスタマイズしたイルミネーションを投影 

示すイルミネーション     ※１人当たり５分間（前後の静的な演出含む）同一パターンを投影 
 

※提案資料として提出されたものであり、実際の外観とは異なる場合があります。 

【審議事項】 

工事期間中の仮囲い・塔体等を活用した空間演出を実施する事業者を、公募型プロポーザル方式で公募しま

した。選考された提案事業者の提案内容における、都市景観への配慮事項についてご審議お願いします。 

 
塔体足場を覆う 
ラッセルネット 
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３ 都市景観への配慮事項                                                          

リニューアルから現在までの 10 年間、風景として市民に親しまれてきたイルミネーションを踏まえ、色や動

きなどを検討しています。 
（１）光の色 

これまでのイルミネーションでは様々な色を使用していた実

績を踏まえて検討しています。 
なお、前運営期間中のイルミネーションに使用していた照明

機材と同様のものを使用する予定です。 
参加者は、あらかじめ複数の色を組み合わせたカラーパレットの中から、色を選択できるようにします。色

のパターンは、横浜市都市美対策審議会のメンバー等で現地を視察いただき、検証いただいた上で決定します。 
 

（２）光の動き 
  前運営期間中のイルミネーションの動きの速さと同程度とします。動きのパターンは、横浜市都市美対策審

議会のメンバー等で現地を視察いただき、検証いただいた上で決定します。 
 
（３）光量 
  前運営期間中のイルミネーションと同程度と考えていますが、当時と照射面の環境が異なるため、現場で調

整します。 
 
（４）光の照射面 

  山下公園側に加え、山手地区の視点場等からの眺望にも配慮

した演出も検討しますが、工事施工者と協議しながら現場で調

整し、実現可能な方法を検討します。 
 
（５）メリハリのあるイルミネーションの演出 

  月～木曜日は落ち着いた演出とし、静的な景観とします。（参照：２（2）イ左側写真） 
金土日の参加型の特別演出は平時に対して鮮やかさや動きのある演出とし、前後には「始まり」と「終わり」

をわかりやすくし、特別感を演出します。（参照：２（2）イ右側写真） 
 
４ 今後の事業スケジュール                                                        

元年度 12 月 27 日 横浜市都市美対策審議会景観審査部会【審議】 

１月 委託契約締結 

３月（予定） 横浜市都市美対策審議会メンバー等で現地視察 
（イルミネーションの動きや色のパターン等について検証） 

３月 31 日 令和元年度委託 履行期限 
２年度 ４月１日～ 令和２年度 委託契約締結（設置、運営開始） 
３年度 ４月１日～ 令和３年度 委託契約締結 

８月末 設置物の一部撤去（仮囲いを除く） 
３月 31 日 仮囲いの撤去完了 

＜参考＞                                                  

（１）プロポーザル評価委員会 メンバー 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
（２）横浜市屋外広告物条例（抜粋） 

(許可を受けずに表示し、又は設置することができる広告物等) 

第 12 条 次に掲げる広告物等は、第 6 条第 1 項、第 7 条、第 9 条及び第 16 条の規定にかかわらず、表示し、又は設

置することができる。 

(1)～(6) 省略 

(7) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示し、又は設置する広告物等で営利を目的としないもの 

 

(広告物等に係る基準等) 

第 16 条 次に掲げる広告物等は、その表示又は設置の場所、位置、形状、規模、色彩等について、規則で定める基準

に適合しなければならない。 

(1) 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 2 条第 1 号に規定する建築物(以下「建築物」という。)その他の工作物

の外面を利用する広告物等 

(2) 建築物から突出する形式の広告物等 

(3) 広告旗 

(4) 立看板等 

(5) 広告塔及び広告板 

(6) 電柱、街灯柱その他の支柱又は消火栓標識若しくはバス停留所の標識を利用する広告物等 

(7) アーチを利用する広告物等 

(8) 電車、自動車又は船舶の外面を利用する広告物等 

(9) アドバルーン 

(10) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が定める広告物等 

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区域内の広告物等は、当該各号に掲げる事項又は基準に適合しなけ

ればならない。 

(1) 景観法第 8 条第 2 項第 4 号イに掲げる事項が定められた同条第 1 項に規定する景観計画(以下「景観計画」とい

う。)の区域 当該景観計画に定められた同号イに掲げる事項 

 

委員長 文化観光局 副局長 
副委員長 文化観光局 観光ＭＩＣＥ振興部長 
委員 文化観光局 観光ＭＩＣＥ振興部 観光振興課長 

文化観光局 横浜魅力づくり室 企画課 横浜プロモーション担当課長 
都市整備局 地域まちづくり部 景観調整課長 
都市整備局 都心再生部 都心再生課長 
都市整備局 企画部 都市デザイン室長 
建 築 局 公共建築部 施設整備課担当係長 

アメリカ山公園からの眺望 
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